
議案第94号 

 

北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例の一部を改正する条例  

 

北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例（平成３年北上市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

  特別職の職員の給料及び報酬の額   特別職の職員の給料及び報酬の額 

職名 給料又は報酬 

市長 円 

月額 877,000  

副市長 月額 707,000 

教育委員会 教育長 月額 608,000 

［略］ 

［略］ 
 

職名 給料又は報酬 

市長 円 

月額 923,000  

副市長 月額 744,000 

教育委員会 教育長 月額 640,000 

［略］ 

［略］ 
 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

令和５年３月２日提出 

 北上市長 髙 橋 敏 彦  

 



提案理由  

市長、副市長及び教育長の給料を改定しようとするものである。 


